
近
世
後
期
に
お
け
る
土
御
門
家
・
陰
陽
師

一
、
は
じ
め
に

一
九
世
紀
に
土
御
門
家
に
よ
る
陰
陽
師
の
支
配
・
編
成
が
、
大
き
な
転
換
点

を
迎
え
た
こ
と
は
、
高
埜
利
彦
が
先
駆
的
な
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
の
再
触
れ
は
土
御
門
家

の
支
配
・
編
成
を
全
国
的
な
も
の
へ
と
拡
張
し
た
転
換
で
あ
っ
た
。
筆
者
は

高
埜
の
提
言
を
踏
ま
え
て
、
土
御
門
家
が
地
方
に
取
締
出
役
を
派
遣
し
、
藩
の

寺
社
方
に
協
力
を
求
め
つ
つ
取
締
出
役
の
改
め
を
実
施
さ
せ
た
こ
と
、
そ
れ
に

よ
っ
て
土
御
門
家
が
従
来
の
触
頭
制
と
は
別
に
直
接
に
配
下
を
支
配
す
る
方
式

を
獲
得
で
き
た
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

一
九
世
紀
社
会
に
お
い
て
、
土
御
門
家
及
び
そ
の
配
下
の
あ
り
か
た
は
、
時

代
状
況
の
な
か
で
変
容
し
、
地
域
的
な
文
脈
に
よ
っ
て
多
様
性
に
富
む
も
の
に

な
っ
た
。
制
度
史
的
な
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
土
御
門
家
が
触
頭
制
と
い
う

林

J字

間
接
的
支
配
の
方
式
に
加
え
て
、
取
締
出
役
と
い
う
直
接
的
支
配
を
獲
得
し

て
、
配
下
の
支
配
・
編
成
を
拡
張
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ

う
な
制
度
史
的
な
説
明
は
、
大
枠
と
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
の
複
雑
さ

を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。

本
稿
は
、
制
度
史
の
狭
さ
を
補
う
た
め
に
、

京
坂
キ
リ
シ
タ
ン
一
件
と
い
う
事
件
と
、
和
宮
降
嫁
で
知
ら
れ
る
和
宮
に
仕
え

た
土
御
門
藤
子
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
文
政
期
京
坂
キ
リ
シ
タ
ン
一
件

文
政
十
年
(
一
八
二
七
)
正
月
に
大
坂
、
京
都
で
キ
リ
シ
タ
ン
が
検
挙
さ
れ

る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
。
さ
の
と
い
う
女
性
が
、
家
主
の
憲
法
屋
与
兵
衛

を
は
じ
め
多
く
の
人
か
ら
金
銭
、
衣
類
を
集
め
た
が
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
与

兵
衛
ら
に
訴
え
ら
れ
た
こ
と
が
発
端
に
な
っ
た
。
文
政
八
、
九
年
頃
か
ら
京
都

か
ら
宮
方
の
御
隠
居
が
堂
島
に
来
て
お
り
、
加
持
祈
祷
を
よ
く
し
、
吉
凶
禍
福
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を
予
告
し
、
信
仰
次
第
で
は
家
道
が
自
然
と
繁
栄
す
る
と
い
う
噂
が
た
つ
て
い

た
。
そ
の
宮
方
の
御
隠
居
が

さ
の
で
あ
っ
た
。
御
隠
居
が
、
病
人
、
難
渋
者

人間文化

を
救
う
た
め
に
修
法
を
行
う
の
で
、
出
資
し
て
ほ
し
い
、
出
資
す
る
と
稲
荷
明

神
が
利
子
を
増
や
し
て
利
子
を
戻
し
て
く
れ
る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

「
此
者
き
ぬ
弟
に
し
て
、
京
稲
荷
山
、
其
外
物
す
ご
き
山
中
に
、
夜
中

鐘
り
断
食
を
な
し
、
す
べ
て
不
動
心
と
て
荒
行
を
な
し
、
其
功
を
積
て
邪

法
伝
授
を
受
し
と
云
。
表
向
は
明
神
下
げ
と
号
し
、
祈
祷
し
て
人
を
た
ら

し
、
金
銀
を
む
き
ぼ
り
し
が
、
後
に
は
甚
し
く
成
て
、
家
主
憲
法
や
与
兵

衛
を
始
め
w

其
外
堂
島

々
に
て
人
を
だ
ま
し
、

わ
れ
金
銀
を
神
力
に
て

ふ
ゃ
し
ゃ
る
べ
し
、
先
試
に
銭
斗
買
に
て
も
十
貫
に
て
も
預
け
て
み
よ
と

い
へ
る
に
ぞ
可
|
欲
心
多
き

よ
り
、
何
れ
も
こ
れ
に
だ
ま
さ
れ

み
な
み

な
金
銭
を
此
者
に
預
け
し
に
、
銭
十
貫
預
り
し
に
は
、
其
月
末
に
い
た
り

て
、
三
貫
匁
の
利
足
を
つ
け
、
こ
れ
を
持
行
其
者
に
見
、
僅
一
ヶ
月
に
て

三
貫
文
の
徳
付
た
り
、
帳
面
に
控
ヘ
利
分
の
入
を
つ
け
よ
と
て
、
こ
れ
を

か
ゃ
う
の
利
銀
を
得
る
事
也
。

過
分
の
金
設
せ
ん
と
思
え
ば
、
元
銀
多
き
ほ
ど
よ
し
と
ぞ
い
へ
る
に
ぞ
」

控
へ
さ
せ
:
:
:
僅
銭
十
貫
文
に
で
き
へ
、

(
下
線
部
、
林
)

さ
の
に
元
金
を
預
け
る
と
、
稲
荷
明
神
の
力
で
ど
ん
ど
ん
利
子
が
増
え
、
出
資

者
は
月
末
に
利
子
を
受
け
取
り
、

そ
れ
を
帳
面
に
控
え
と
し
て
つ
け
さ
せ
る
と

い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
、

さ
の
は
、
金
銭
、
金
銭
が
な

い
場
合
に
は
衣
類
を
集
め
て
、
総
額
銀
七
十
二
貫
目
余
り
を
集
金
し
た
。
し
か

2 

し
、
し
だ
い
に
さ
の
は
利
子
の
提
供
が
で
き
な
く
な
り
、
出
資
者
か
ら
は
返
済

を
求
め
ら
れ
、

ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
。
さ
の
は
、
稲
荷
明
神
が
ご
苦
労
を
し
て

利
子
を
増
や
し
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
返
済
を
求
め
る
こ
と
は
神
慮
に
叶
わ
ず

神
罰
が
下
る
と
桐
喝
し
た
。

さ
の
は
、
文
政
十
年
(
一
八
二
七
)
正
月
に
大
坂
東
町
奉
行
与
力
、
大
塩
平

八
郎
に
よ
っ
て
召
し
捕
ら
え
ら
れ
、
吟
味
が
行
な
わ
れ
た
。
さ
の
の
供
述
に

よ
っ
て
、
稲
荷
明
神
下
げ
は
世
を
欺
く
方
便
で
あ
り
、
実
は
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門

を
天
満
竜
田
町
の
き
ぬ
か
ら
受
法
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
し
て
次
々

と
、
き
ぬ
、

き
ぬ
の
師
匠
で
あ
る
京
都
八
坂
上
町
に
住
む
豊
田
み
つ
き
が
検
挙

さ
れ
た
。
彼
女
た
ち
を
取
調
べ
た
こ
と
で
、
教
祖
と
い
う
べ
き
水
野
軍
記
と
い

う
人
物
が
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
軍
記
が
、

マ
テ
オ
・
リ

ッ
チ
の

『
天
主
実
義
』
な
ど
に
も
と
づ
き
、

み
つ
き
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を

授
け
、
天
帝
の
画
像
を
見
せ
、
呪
文
を
教
え
た
。

「
夜
中
瀧
ヘ
浴
水
に
罷
り
越
し
、
心
を
固
め
候
に
つ
き
、
天
帝
の
秘
法

と
申
す
儀
承
り
、
銀
子
を
差
し
出
し
、
軍
記
所
持
の
天
帝
画
像
を
拝
み
、

神
文
の
心
持
を
も
っ
て
、
指
の
血
を
画
像
へ
そ
そ
ぎ
か
け
、
右
を
念
し
候

そ
の
余
り
病
気
加
持
、
金
銀
等
集
め
候
修
治
は
申
す

に
及
ば
ず
、
妖
術
中
の
印
文
は
密
授
請
候
」

陀
羅
尼
の
唱
ょ
う
、

(
下
線
部
、
林
)

み
つ
き
か
ら
き
ぬ
ヘ

き
ぬ
か
ら
さ
の
へ
と
天
帝
の
秘
法
は
伝
授
さ
れ
て
、
天



帝
如
来
の
力
に
よ
る
病
気
の
治
療
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
此
法
は
天
下
御
厳
禁
之
宗
門
切
支
丹
天
帝
如
来
を
念
候
儀
ニ
て
、
右

如
来
者
無
影
形
も
仏
ニ
て
、
是
を
不
動
心
ニ
念
し
、
二
六
時
中
一
心
ニ
セ

ン
ス
マ
ル
ハ
ラ
イ
ソ
の
陀
羅
尼
を
無
声
ニ
唱
、
猶
一
向
宗
之
南
無
阿
弥
陀

宗
之
名
号
唱
候
共
、
過
去
・
未
来
市
巳
之
事
ニ
而

現
在
之
福
洋
劉
栄
は

無
之
1
記
入
帝
如
来
之
陀
羅
尼
を
唱
候
ハ
ハ
現
在
之
繁
栄
有
之
候
間

病
気

加
柑
祈
祷
頼
参
候
ハ
ハ
、
其
も
の
之
人
之
形
チ
を
清
浄
之
紙
に
而
搭

名
年
を
人
形
チ
之

江
記
板
江
張
付
、
病
根
痛
所
等
之
次
第
を
承
、
其
所

を
目
当
ニ
幾
本
も

釘
を
打
込
、
病
人
平
癒
之
頃
迄
日
限
之
無
極
、
夜
之

子
之
刻
よ
り
丑
之
刻
迄
、

一
時
之
間
清
水
を
鉢
ニ
汲
、
右
人
形
チ
江
手
ニ

近世後期における土御門家・陰陽師(林)

同
そ
そ
ぎ
掛
ケ

w

一
心
ニ
天
帝
如
来
を
念
し
候
ハ
ハ
如
来
之
蔭
ニ
而
病
気

も
平
癒
い
た
し
、
先
方
之
も
の
共
多
少
ニ
不
寄
金
品
を
難
有
存
差
出
候

様
、
自
然
ニ
成
行
」

(
下
線
部
、
林
)

こ
う
し
た
女
性
行
者
の
門
弟
と
は
別
に
、
軍
記
の
も
と
に
は
、
藤
井
右
門
、
官
同

見
屋
平
蔵
、
藤
田
顕
蔵
な
ど
の
男
性
の
門
弟
も
い
て
、
彼
ら
も
キ
リ
シ
タ
ン
と

し
て
検
挙
さ
れ
た
。
大
塩
た
ち
は
彼
ら
を
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
取
り
扱
い
、
大

坂
東
奉
行
か
ら
幕
府
評
定
所
へ
提
出
し
た
吟
味
書
で
そ
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

し
か
し
幕
府
の
評
定
所
は
、

キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
慎
重
で

あ
っ
て
、
再
捜
査
を
命
じ
た
。
し
か
し
老
中
が
、
世
間
に
こ
の
事
件
は
広
く
知

ら
れ
て
お
り
、

キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
時
の
社
会
的
混

乱
を
心
配
し
、

キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
追
認
し
た
。
文
政
十
二

年
十
二
月
に
み
つ
き
、
平
蔵
、

き
ぬ
、
右
門
、
顕
蔵

す
で
に
獄
死
し
た
さ
の
、

が
死
罪
と
な
っ
た
。
全
員
で
六
十
五
名
が
処
罪
さ
れ
る
と
い
う
大
事
件
で
あ
っ

た。
従
来
こ
の
事
件
に
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、

キ
リ
シ
タ
ン
の
研
究
者
か
大
塩
平

八
郎
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
従
来
の
代
表
的
な
見
解
を
一
覧
に
し
て
み

姓

た解
釈
の
一
覧
表

大橋幸泰 子関民
藤

根智代美山 海老沢有道
幸成友問 研究者名

てを E 長序
らみ 問。 軍記

性信徒女
形成れたキさ 清天主教書明 妖法なたとつ 品福平f己告E 

無み 扇霊解釈はつ

幕府「 き 見込 み
っ と

切互喜 枠巾を
基本政策の 立性不動心のら

捜査み つきは 三ち 断ずよ

新輿教刀るミ

リ密Tのと了 も り

は は iの国ER 云Ldι 〆
ス Zの覇-

荷稲干はげ のるは
そ み

後m 出し

性無効暴のをく 性子男弟りと

タ 昔信仰ト そなで
の い も の 」早計二ン
影響 : なのて で

によ 幕末洋学界 信仰く

類 軍記徴象 そこ lま
な

救 か に

語巴E れb る 軟弱さ てコ

てたまっつ 情勢の、 堕落転説がし
耶蘇教臭き

た。

と 対比の 大塩v、
つ の 分

識認 み
誘導尋

新た とて 子
つ

に にく 秘密
lま

で き 皆

3 
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海
老
沢
が
指
摘
し
た
、
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
と
い
う
見
方
は
、
何
度
も

引
用
さ
れ
な
が
ら
も
充
分
に
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
陰
陽

人間文化

道
・
天
文
暦
学
の
研
究
の
成
果
に
照
ら
し
て
、
こ
の
事
件
を
再
解
釈
す
る
余
地

を
筆
者
は
し
め
し
た
い
と
思
う
。
以
下
、
三
点
に
わ
け
で
論
じ
る
。

「
天
主
教
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
天
主
教
」

第
一
に

の
内
容
に
つ
い
て

は
、
後
述
す
る
。
海
老
沢
が
述
べ
た

よ
っ
て
、

「
明
清
天
主
教
書
の
密
行
と
そ
の
影
響
に

ま
っ
た
く
新
た
に
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
」
は
、
関
に

よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
禁
書
政
策
は
、
十
八
世
紀
、
吉
宗
に
実
学
奨
励
に
よ
っ
て
ゆ
る
め
ら

れ
、
教
義
に
直
接
関
係
な
い
書
物
は
輸
入
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
術
に
対
す
る
知
識
を
増
加
さ
せ
対

= 官|

体
新
書
』
な
ど
蘭
学
の

E
盛
を
も
た
ら
す
と
と
も
に

と
く
に
知
識

人
の
間
で
邪
宗
門

を
後
過
さ
せ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
書
物
は
依
然

禁
書
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
内
密
に
入
手
し
た
り
、
写
本
を
つ
く
っ
て

読
む
人
々
が
現
れ
、
そ
う
し
た
知
識
に
基
づ
い
て
論
を
展
開
す
る
書
物
も

出
て
き
た
の
で
あ
る
」

(
下
線
部
、
林
)

天
文
学
、
暦
学
に
関
心
の
あ
る
知
識
人
は

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
『
坤
輿
万
国
全

図

ア
ダ
ム
・
シ
ャ

1
ル
『
崇
禎
暦
書
』
を
実
見
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
著

者
は
中
国
で
布
教
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
幕
府
の
天
文
方
に

い
た
高
橋
至
時
、
間
重
富
た
ち
は
、

イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ケ
1
グ
ラ

l

『暦

象
考
成
後
編
』
を
読
解
し
、
寛
政
改
暦
を
行
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
封
。

4 

こ
う
し
た
情
勢
は
、
西
洋
の
学
知
へ
の
尊
敬
の
念
を
養
い
、

キ
リ
ス
ト
教
の
邪

宗
門
観
を
後
退
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
書
物
に
関
心
を
持
っ
て

水
野
軍
記
の
講
義
を
聞
き
、
弟
子
に
な
っ
た
男
性
た
ち
は
、
宗
教
的
な
知
を
求

め
て
い
た
。
禅
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
高
見
屋
平
蔵
は
、
軍
記
の
講
義
に
出
て
、

「
御
制
禁
南
蛮
人
著
述
書
中
の
義
理
を
尤
に
存
じ
、
儒
仏
の
及
ぶ
べ
き
も
の
に

こ
れ
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
藤
田
顕
蔵
に
つ
い
て
も
、
「
医
書
は
勿
論
儒
書

も
大
抵
読
渉
り
、
就
中
、
西
洋
の
医
学
執
心
に
付
き
右
の
書
籍
類
珍
敷
品
を
買

上
げ
耶
蘇
書
類
は
御
制
禁
に
候
へ
と
も
見
当
候
と
何
心
無
く
追
々
買
求
め
」
た

と
い
う
。
西
洋
の
学
知
へ
の
飽
く
な
き
探
求
心
が
、

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
を

伴
な
っ
た
。

軍
記
は
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
書
物
を
読
ん
で
、
自
己
流
の
キ
リ
ス
ト
教
の
理

解
を
開
陳
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
リ
ッ
チ
『
天
主
実
義
』
に
は

つ
ぎ
の
よ
う

に
あ
る
。

「
我
々
の
国
で
言
う
天
主
と
は
中
国
語
の
上
帝
で
あ
り
、
土
で
造
る
玄

帝
や
玉
皇
と
い
っ
た
道
教
の
像
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
武

当
山
に
棲
ん
で
修
業
を
し
た
者
に
す
ぎ
ず
、
人
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
ど

う
し
て
人
が
天
の
帝
や
皇
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
我
々
の
天
主

は
、
[
中
国
]
古
代
の
経
書
で
上
帝
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
:
:
:

古
代
の
書
物
を
あ
れ
こ
れ
と
見
ま
す
と
、
上
帝
と
天
主
と
は
名
称
が
異
な
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る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
」

リ
ッ
チ
は
、
仏
教
、
道
教
を
誤
謬
と
し
て
斥
け
る
が
、
儒
教
に
関
し
て
は
キ

リ
ス
ト
教
と
同
じ
く
天
主
に
対
す
る
崇
敬
を
起
源
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
擁

護
す
る
。
し
か
し
リ
ッ
チ
は
、
儒
教
の
理
や
陰
陽
の
思
想
は
本
質
的
に
重
要
で

は
な
い
と
し
、
現
実
の
儒
教
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
リ
ッ
チ
の
説
は
、
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
同
一
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
儒

教
の
信
奉
者
は
、
根
源
に
立
ち
返
る
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
西
洋
の
学
知
(
と
く
に
天
文
学
)

と
両
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
儒
教
の
根
本
と
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私

は
、
リ
ッ
チ
の
説
く
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
を

「
天
主
教
」
と
名
付
け
よ
う
と

思
う
。
イ
エ
ズ
ス
会
系
の
天
文
学
が
日
本
社
会
で
流
布
す
る
よ
う
に
な
る
と
と

近世後期における土御門家 ・陰陽師(林)

へ
の
共
感
も
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
近
世

も

「
天
主
教
」

初
期
に
幕
府
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
と
は
異
質
な
も
の
で
あ

っ

た
。
こ
の

「
天
主
教
」

が
十
八
世
紀
後
半
以
降
に
禁
書
の
入
手
を
通
じ
て
広

が
っ
た
の
で
あ
り
、
軍
記
は
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
背
後
に
は
、
無
数
の
軍

記
の
よ
う
な
中
間
的
知
識
人
が
、
当
時
の
日
本
社
会
に
い
た
と
考
え
た
ほ
う
が

実
情
に
近
い
。
「天
主
教
」

へ
の
共
感
は
、
西
洋
の
学
知
を
求
め
て
や
ま
な
い

好
奇
心
や
焦
心
の
念
と
裏
腹
で
あ
っ
た
。
軍
記
や
み
つ
き
の
信
仰
を

い
わ
ゆ

る
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
異
同
を
尺
度
に
し
て
計
る
こ
と
は
不
毛
な
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
土
御
門
家
の
ゆ
る
や
か
な
支
配
・
編
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。
首
謀

者
と
さ
れ
る
み
つ
き
は
、
稲
荷
明
神
を
下
げ
、
加
持
祈
祷
・
吉
凶
判
断
を
行
う

行
者
で
あ
り
、
土
御
門
家
配
下
の
陰
陽
師
で
あ
っ
た
。

み
つ
き
の
兄
、
夫
も
占

い
で
生
計
を
立
て
て
お
り
、

み
つ
き
の
周
り
は
占
い
、
易
を
行
な
う
人
た
ち
が

多
く
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
水
野
軍
記
、
高
見
屋
平
蔵
も
易
道
を
学

び
、
占
い
を
行
な
っ
て
い
た
。
「
文
政
十
二
年
切
支
丹
始
末
」

で
は
、

み
つ
き

が
稲
荷
明
神
下
げ
を
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
「
狐
を
祭
れ
る
也
。
此
類
京
・

摂
の
聞
に
多
し
」
と
注
を
入
れ
て
お
り
、
同
様
な
稲
荷
行
者
が
京
都
、
摂
津
に

た
く
さ
ん

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

近
世
の
中
期
頃
か
ら
、
土
御
門
家
は
、
配
下
支
配
・
編
成
の
方
針
を
変
え
、

都
市
で
占
い
を
行
な
う
人
々
を
積
極
的
に
取
り
込
も
う
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
江
戸
、
京
都
、
大
坂
に
お
い
て
土
御
門
家
の
配
下
の
陰
陽
師
は
急
増
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
土
御
門
家
は
、
配
下
に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
配
っ
て

も
、
そ
の
配
下
が
ど
の
よ
う
な
職
業
の
者
で
、

ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
関
知
し
な
か
っ
た
。

一
般
の
陰
陽
師
に
決
ま
っ
た
装
束
を
与
え
る

こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
装
束
授
与
を
必
ず
伴
な
っ
た
僧

侶
、
神
職
、
修
験
と
は
違
っ
て
い
た
。
ま
た
土
御
門
家
は
、
陰
陽
道
の
教
義
・

世
界
観
を
打
ち
出
す
こ
と
は
な
く
、
配
下
へ
の
修
行
や
儀
礼
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

伝
授
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
み
つ
き
た
ち
が
、
自
分
た
ち
で
登
山
、
滝
行

な
ど
の
修
行
方
法
を
開
発
し
、
軍
記
経
由
で
自
由
に
「
天
主
教
」

の
崇
拝
対
象

を
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
土
御
門
家
の
ゆ
る
や
か
な
配
下
の
支
配
・

5 
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編
成
を
背
景
に
し
て
い
た
。
本
所
で
あ
る
土
御
門
家
は
、
配
下
の
こ
と
に
ほ
と

ん
ど
関
知
せ
ず
、
上
納
金
が
あ
が
れ
ば
機
械
的
に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
与
え
た
。
し

人間文化

か
し
大
坂
東
町
奉
行
は
、

み
つ
き
に
取
り
次
い
だ
土
御
門
家
配
下
の
陰
陽
師
で

あ
っ
た
竹
内
近
江
を
処
罰
の
対
象
に
し
、
管
理
責
任
を
問
う
た
。
土
御
門
家
の

配
下
支
配
・
編
成
の
ゆ
る
や
か
さ
と
は
別
に
、
幕
府
か
ら
見
る
と
土
御
門
家
の

組
織
は
、
陰
陽
師
の
人
別
を
把
握
し

き
ち
ん
と
管
理
す
べ
き
な
の
で
あ
っ

た
第
三
に
、

ジ
ェ
ン
ダ
l
の
問
題
で
あ
る
。
さ
の
、

き
ぬ
、

み
つ
き
の
人
生
に

は
、
共
通
点
が
多
い
。
男
性
門
弟
が
、
書
物
の
知
を
も
っ
た
教
養
人
で
あ
っ
た

の
と
対
照
的
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、
下
層
社
会
の
生
ま
れ
で
貧
し
く
不
遇
な

境
遇
に
あ
り
、
両
親
を
亡
く
し
、
夫
に
先
立
た
れ
る
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
中

年
に
な
っ
て
か
ら
修
行
を
は
じ
め
る
が
、
男
を
持
た
な
い
こ
と
を
条
件
に
し

て
、
互
い
の

「
姉
妹
」
の
関
係
が
優
先
さ
れ
る
。
再
婚
を
し
な
い
決
意
で
あ
っ

た
か
ら
、
彼
女
た
ち
は
自
ら
稼
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
奇
瑞
を
現
す
ほ
ど
の
霊

力
を
獲
得
し
て
、
プ
ロ
の
稲
荷
明
神
下
げ
の
行
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
択

し
た
。
父
や
夫
に
頼
ら
ず
に
自
立
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
中
年
女
性
の
職
業
と

し
て
、
稲
荷
行
者
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
女
性
同
士
の
紳
を
重
視
し
、
男

性
に
依
存
し
な
い
こ
と
を
明
言
し
た
点
で
、

み
つ
き
た
ち
は
女
性
信
者
に
よ
る

新
興
宗
教
と
し
た
山
根
の
指
摘
は
適
切
で
あ
る
。
み
つ
き
は
調
書
の
な
か
で
も

「女
陰
陽
師
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「女
僧
侶
」
、
「女
修
験
」
、
「
女
神
職
」

と
い
う
言
い
方
が
成
り
立
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「女
陰
陽
師
」
は
成
り

6 

立
つ
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
僧
侶
に
対
し
て
は
尼
僧
、
修
験
に
対

し
て
は
県
神
子
、
神
職
に
対
し
て
は
神
子
と
い
う
よ
う
に
男
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
l

の
役
割
分
担
が
、
宗
派
・
組
織
に
お
い
て
明
確
に
あ
る
の
と
比
較
し
て
、
土
御

門
家
の
配
下
で
は
、
男
女
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
組
織
化
さ
れ
て
な
か
っ

た
。
「
陰
陽
師
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
元
来
は
男
性
中
心
で
は
あ
っ
た
が
、
土
御
門

家
は
、
男
女
に
か
か
わ
ら
ず
陰
陽
師
と
し
て
ラ
イ
セ
ン
ス
を
授
与
す
る
よ
う
に

な
り
、
み
つ
き
の
よ
う
な
「
女
陰
陽
師
」

を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
件
は
、

さ
の
の
巧
み
な
集
金
方
法
に
対
す
る
金
銭
を
預
け
た
人
た
ち

に
よ
る
訴
訟
か
ら
始
ま
っ
た
。
大
坂
東
町
奉
行
が
、
芋
づ
る
式
に
関
係
者
を
捕

縛
し
て
、
教
祖
的
人
物
と
し
て
水
野
軍
記
を
探
り
出
し
た
。
こ
の
段
階
で
は

す
で
に
軍
記
は
死
亡
し
て
い
て
、
彼
の
思
想
、
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に

つ
い
て
は
、
大
塩
た
ち
も
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

大
塩
た
ち
が
、

み
つ
き
を
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
認
定
し
て
、

さ
の
、
き
ぬ

そ

れ
に
沿
っ
て
事
件
を
処
理
し
た
。
軍
記
の
門
弟
に
は
、

ジ
ェ
ン
ダ
!
の
差
異
が

大
き
く
あ
り
、

「
天
主
教
」

の
教
義
へ
の
関
心
は
男
性
門
弟
に
は
共
有
さ
れ
て

い
た
が
、
女
性
門
弟
に
は
薄
か
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
、
稲
荷
明
神
下
げ
の
稲
荷

行
者
に
な
ろ
う
と
決
意
し
、

「
天
主
教
」
の
本
尊
、
秘
儀
を
伝
授
さ
れ
た
こ
と

に
よ

っ
て
、
普
通
の
稲
荷
行
者
と
一
線
を
ひ
い
た
優
越
感
を
持
つ
こ
と
が
で
き

た
は
ず
で
あ
る

(
一
向
宗
、

日
蓮
宗
を
も
見
下
し
て
い
た
)
。
軍
記
や
男
性
門



弟
の

「天
主
教
」
傾
倒
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
権
力
が
恐
れ
た
の
は
、
女
性
の
稲
荷
行
者
の
不
動
心
で
は
な
く
て
、

邪
宗
門
観
が
後
退
し
た
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋
文
化
へ
の
憧
憶
が
社
会
に

ど
ん
ど
ん
蔓
延
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
、
和
宮
降
嫁
と
土
御
門
藤
子

仁
孝
天
皇
の
皇
女
、
和
宮
が
京
都
か
ら
江
戸
に
行
き
、
文
久
二
年
(
一
八
六

二
)
二
月
に
徳
川
家
茂
に
嫁
し
た
こ
と
は
、
幕
末
の
政
治
史
の
一
つ
の
ハ
イ
ラ

イ
ト
で
あ
ろ
う
。
幕
府
が
考
え
た
朝
廷
の
権
威
を
と
り
こ
み
、
危
機
に
対
処
す

る
公
武
合
体
の
政
策
は
、
こ
の
和
宮
降
嫁
を
鍵
と
し
て
い
た
。
し
か
し
結
果
的

に
は
、
幕
府
の
政
治
力
の
低
下
を
招
き
、
長
州
藩
、
薩
摩
藩
が
政
治
的
な
優
位

近世後期における土御門家・陰陽師(林)

を
得
て
、

さ
ら
に
は
尊
皇
撰
夷
派
が
勢
い
を
も
っ
て
、
倒
幕
を
は
た
す
と
こ
ろ

ま
で
い
く
。
和
宮
の
個
人
と
し
て
、
夫
で
あ
る
家
茂
は
、
将
軍
と
し
て
の
激
務

の
な
か
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
八
月
に
病
死
し
、
頼
り
に
し
て
い
た
母
・
観

行
院
、
兄
・
孝
明
天
皇
、
典
侍
・
庭
田
嗣
子
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
亡
く
な
り
、
悲
運

の
人
生
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。
鎖
国
壌
夷
は
、
外
交
政
策
上
あ
り
え
な
い
こ

と
に
な
り
、
時
勢
は
開
国
和
親
の
方
向
に
向
い
て
い
く
。
将
軍
職
を
つ
い
だ
徳

川
慶
喜
は
兵
庫
開
港
に
つ
い
て
勅
許
を
得
て
、
開
国
の
流
れ
を
推
進
す
る
。
こ

の
こ
ろ
和
宮
は
、
苦
衷
の
胸
の
う
ち
を
こ
う
明
か
し
て
い
る
。

「本
よ
り
撰
夷
の
為
に
下
向
致
し
候
事
に
候
間
私
は
数
な
ら
ず
候
得
ど

も
、
朝
廷
御
威
光
に
て
当
地
に
居
り
、
公
武
之
御
為
撰
夷
之
一
助
に
も
成

り
候
事
に
候
は
ば
何
国
迄
も
忍
び
候
心
得
な
が
ら
、
只
今
の
形
勢
に
て
は

其
甲
斐
も
無
く
残
念
至
極
に
存
じ
候
」

和
宮
に
と
っ
て
は
、
公
武
が
一
体
と
な
っ
て
擾
夷
を
行
う
た
め
の
降
嫁
で

あ
っ
た
と
い
う
意
識
は
は
っ
き
り
と
あ
っ
た
が
、
現
実
に
そ
う
な
っ
て
い
な
い

こ
と
を
無
念
に
思
っ
て
い
た
。
和
宮
が
、
政
治
の
舞
台
に
浮
上
す
る
の
は
、
幕

末
の
倒
幕
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
慶
応
二
年
に
幕
府
が
長
州
藩
と
開
戦
し
た
直

後
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
家
茂
は
亡
く
な
り
、
和
宮
は
落
飾
し
、
静
寛
院
を

な
の
る
。
翌
年
に
は
、
薩
摩
藩
、
長
州
藩
が
む
す
び
、
倒
幕
に
動
き
、

王
政
復

古
を
実
現
し
新
政
府
を
樹
立
し
た
。
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
を
へ
て
、
新
政
府
は
、

つ
い
に
慶
喜
征
討
を
命
じ
た
。
新
政
府
は
、
江
戸
総
攻
撃
を
め
ざ
す
な
か
、
和

宮
は
、
徳
川
家
存
続
の
た
め
に
動
き
出
す
。

和
宮
の
信
頼
を
得
て
い
た
の
は
、
庭
田
嗣
子
で
あ
っ
た
が
、
嗣
子
は
慶
応
三

年
(
一
八
六
七
)
十
一
月
に
亡
く
な
っ
た
。

つ
ぎ
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
の
は

土
御
門
藤
子
で
あ
っ
た
。
土
御
門
晴
親
の
娘
で
、
晴
雄
の
姉
妹
に
あ
た
る
人
物

で
あ
る
。
藤
子
が
和
宮
の
朝
廷
へ
の
書
簡
を
持
っ
て
、
東
海
道
を
の
ぼ
っ
た
の

の
一
月
末
の
こ
と
で
あ
っ
目
。
王
政
復
古
後
の

は
、
慶
応
四
年
(
一
八
六
八
)

新
政
府
は
、
外
国
と
の
和
親
を
は
か
り
な
が
ら
、
幕
府
征
討
に
向
か
っ
て
い
る

最
中
で
あ
っ
た
。

一
月
十
五
日
に
和
宮
は
、
面
会
を
切
望
し
て
い
た
慶
喜
と
会

い
、
開
戦
に
い
た
る
顛
末
の
説
明
を
う
け
る
。
慶
喜
は
、
退
隠
の
決
意
、
後
継

7 
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者
の
選
定
、
謝
罪
を
朝
廷
に
伝
奏
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、

ひ
た
す
ら
和
宮
に
願

い
出
る
。
そ
こ
で
和
宮
は
、
謝
罪
の
斡
旋
の
み
を
引
き
受
け
た
。
そ
の
た
め
に

人間文化

和
宮
は
、
藤
子
を
使
者
と
し
て
京
都
へ
派
遣
し
た
の
で
あ
っ
た
。
藤
子
に
託
さ

れ
た
の
は
、
慶
喜
の
嘆
願
書
、
橋
本
実
麗
・
実
梁
へ
の
和
宮
の
直
書
で
あ
っ

た
。
和
宮
に
と
っ
て
は
、
橋
本
実
麗
は
母
の
兄
に
あ
た
る
叔
父
で
あ
り
、
実
梁

は
従
弟
に
あ
た
る
。
母
の
実
家
の
橋
本
家
で
養
育
さ
れ
た
和
宮
に
と
っ
て
は
、

も
っ
と
も
頼
り
に
し
た
の
は
こ
の
二
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
実
梁

は
尊
皇
撰
夷
派
で
あ
り
、
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
八
月
十
八
日
の
ク

ー
デ

タ
l
で
失
脚
す
る
が

王
政
復
古
で
は
参
与
と
な
っ
て
活
躍
し
た
。
幕
府
征
討

で
は
、
鎮
撫
総
督
の
役
に
任
じ
ら
れ
た
。

慶
応
四
年
(
一
八
六
五
)
二
月
一
日
、
藤
子
は
、
桑
名
の
光
徳
寺
に
お
い
て

橋
本
実
梁
に
会
っ
て
い
る
。
実
梁
が
直
垂
を
つ
け
て
、
ま
わ
り
は
武
士
が
取
り

囲
ん
で
い
る
様
子
を
見
て
、
「
り
っ
ぱ
な
る
こ
と
」

と
賞
賛
し
つ
つ
、
公
家
が

武
家
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
実
梁
か
ら
は
、
藤
子
が
参

内
し
、
和
宮
か
ら
の
願
い
こ
と
を
天
皇
に
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
聞
か
さ
れ

る。

一
行
は
四
日
市
か
ら
亀
山
に
行
き
、
鈴
鹿
峠
を
越
し
て
土
山
宿
に
到
着
す

る
。
土
山
宿
で
は
、
土
御
門
の
家
来
吉
田
式
部
と
い
う
男
が
来
て
い
た
。
藤
子

の
書
い
た
手
紙
が
、
土
御
門
に
届
き
、
議
定
衆
に
届
け
ら
れ
る
と
い
う
話
を
聞

く
。
吉
田
に
よ
る
と
、
関
東
か
ら
来
た
男
は
草
津
ま
で
で
足
止
め
と
な
り
、
京

都
に
は
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
女
の
み
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ

こ
で
一
行
の
う
ち
の
男
た
ち
は
、
石
部
宿
で
待
機
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
藤
子

8 

は
、
家
来
の
若
杉
が
迎
え
に
来
る
よ
う
に
依
頼
す
る
。
石
部
宿
に
行
く
と
、
土

御
門
の
家
来
が
八
人
ほ
ど
来
て
お
り
、

そ
の
他
に
小
頭
衆
が
連
れ
添
っ
て
い

た
。
近
江
国
に
い
る
土
御
門
配
下
が
集
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
藤
子

は
、
若
杉
か
ら
京
都
の
様
子
を
詳
し
く
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
若
杉
は
、
土
御

門
の
家
来
の
な
か
で
も
古
く
か
ら
の
家
で
あ
り
、

土
御
門
の
信
頼
は
篤
か
っ

た
。
藤
子
は
手
紙
を
土
御
門
に
書
き
、
土
御
門
を
通
じ
て
議
定
衆
か
ら
入
京
の

許
可
を
得
よ
う
と
し
、

五
日
に
入
京
許
可
が
で
る
。
京
都
に
到
着
す
る
と
、
山

田
小
属
、
若
杉
が
藤
子
を
倉
橋
家
に
連
れ
て
行
き
、
議
定
衆
の
世
話
で
い
か
に

し
て
天
皇
に
お
目
に
か
か
れ
る
よ
う
に
す
る
か
を
相
談
し
た
。
倉
橋
は
、
土
御

門
の
庶
流
で
あ
り
、
土
御
門
に
と
っ
て
最
も
近
し
い
親
戚
で
あ
っ
た
。
治
部
卿

で
あ
る
倉
橋
泰
聡
が
、
参
与
で
あ
る
万
里
小
路
博
房
に
連
絡
を
し
て
く
れ
た
。

橋
本
実
梁
か
ら
預
か
っ
た
書
簡
は
、
倉
橋
、
万
里
小
路
を
介
し
て
大
納
言
の
橋

本
実
麗
へ
届
け
ら
れ
た
が
、
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

藤
子
は
、
土
御
門
の
邸
で
待
つ
こ
と
に
な
る
が
、
和
宮
の
手
紙
を
橋
本
実
麗
に

渡
す
機
会
も
一
向
に
な
く
、
議
定
衆
に
会
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
藤
子
は
、
橋

本
実
麗
の
兄
弟
で
あ
る
青
雲
院
に
会
い
、
和
宮
の
手
紙
を
託
し
て
、
実
麗
に
直

接
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
。
ま
た
中
院
大
納
言
と
は
、
倉
橋
家
に
て
面
会

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
院
は
、
こ
の
こ
と
を
他
の
議
定
衆
に
も
相
談
し
て
み

る
と
言
っ
て
く
れ
た
が
、

な
か
な
か
進
捗
せ
ず
に
い
る
と
、
和
宮
の
手
紙
の
箇



条
を
か
な
書
き
に
書
き
取
り
、

そ
れ
を
長
谷
信
篤
ヘ
出
す
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

橋
本
実
麗
か
ら
は
、
会
い
た
い
と
い
う
旨
の
連
絡
を
受
け
る
が
、
実
際
に
は
会

う
こ
と
は
な
く
過
、
ぎ
る
。
十
六
日
、
藤
子
が
返
事
を
催
促
す
る
と
、
長
谷
信
篤

か
ら
、
朝
廷
か
ら
の
書
き
取
り
の
返
答
書
を
受
け
取
り
、
御
所
へ
の
ご
機
嫌
伺

い
は
不
用
、

一
日
も
早
く
京
都
を
出
立
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
同
日
に
橋
本

実
麗
に
対
し
て
内
旨
が
下
り
、
慶
喜
が
謝
罪
の
実
を
あ
ら
わ
す
な
ら
ば
、
徳
川

家
を
存
続
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
深
夜
に
藤
子
は
橋
本
家

に
参
上
し
、
内
旨
を
う
け
と
る
。
翌
日
夕
方
に
長
谷
信
篤
か
ら
東
海
道
通
行
の

印
鑑
が
届
け
ら
れ
た
。
十
八
日
に
藤
子
は
、
京
都
を
発
つ
。

浜
名
湖
の
近
く
の
荒
井
宿
で
は
、
橋
本
実
梁
に
再
会
す
る
。
神
主
の
家
を
借

り
て
、
実
梁
に
会
い
、
往
路
で
も
ら
っ
た
印
鑑
を
返
し
、
復
路
の
印
鑑
を
も

近世後期における土御門家 ・陰陽師(林)

ら
っ
た
。
道
中
で
は
大
村
益
次
郎
の
家
来
か
ら
印
鑑
の
有
無
を
尋
ね
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
品
川
に
着
く
と
、
西
の
丸
よ
り
下
男
、
書
役
衆
が
来
て
お
り
、

和
宮
、
天
障
院
か
ら
の
お
重
、
菓
子
が
届
け
ら
れ
て
い
た
。
三
十
日
に
江
戸
城

に
帰
着
す
る
。

幕
閣
は
、
官
軍
東
征
の
道
筋
に
、
三
家
三
卿
の
誰
か
が
詫
び
に
出
る
こ
と
を

決
め
、
三
月
一
日
に
、

一
橋
茂
徳
が
自
分
と
田
安
慶
頼
の
歎
願
書
を
大
総

督
、
有
栖
川
蛾
仁
親
王
の
軍
門
に
持
参
す
る
こ
と
に
な
る
。
和
宮
は
、
橋
本
実

梁
に
歎
願
書
が
大
総
督
に
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
取
り
は
か
ら
っ
て
も
ら
い
た

い
と
頼
む
。
府
中
宿
に
障
を
と
っ
た
実
梁
か
ら
は
、
歎
願
書
を
出
す
に
あ
た
っ

て
は
組
暴
な
振
る
舞
い
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
女
使
を
立
て
る
よ
う
に

伝
え
て
き
た
。
十
日
に
藤
子
が
、
和
宮
の
手
紙
を
持
っ
て
江
戸
城
を
出
て
、
実

梁
の
陣
に
向
か
う
。
手
紙
は
、
目
安
慶
頼
が
江
戸
の
土
民
に
不
敬
の
義
が
な
い

よ
う
に
説
得
し
て
お
り
、
無
罪
の
者
は
寛
大
の
処
置
を
お
願
い
す
る
こ
と
を
、

大
総
督
に
取
り
次
い
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。

三
月
九
日
に
山
岡
鉄
舟
と
西
郷
隆
盛
が
会
う
。
鉄
舟
は
、
慶
喜
の
謹
慎
、
江

戸
開
城
、
海
軍
の
武
装
解
除
な
ど
七
条
の
謝
罪
条
件
と
し
て
出
し
た
。
十
三
日

に
は
勝
海
舟
が
西
郷
に
会
い
、
和
宮
を
人
質
に
取
る
こ
と
は
な
い
か
ら
と
い
う

趣
旨
を
話
し
て
、

そ
の
日
は
そ
れ
で
別
れ
る
。
江
戸
総
攻
撃
の
前
日
に
あ
た
る

十
四
日
に
勝
と
西
郷
は
ま
た
会
い
、
勝
は
歎
願
書
を
出
し
、
寛
大
の
処
置
を
求

め
た
。
こ
の
会
談
に
よ
っ
て
戦
闘
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

他
方
、
和
宮
の
女
使
の
藤
子
は
、
十
三
日
、
十
四
日
と
実
梁
に
会
っ
て
い

る
。
十
七
日
に
は
実
梁
の
返
書
を
持
ち
帰
っ
た
。
そ
れ
は
、
慶
喜
が
朝
廷
に
恭

順
を
示
せ
ば
、
寛
大
な
取
り
計
ら
い
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
十
八
日

に
和
宮
は
、

田
安
に
面
会
し
、
藤
子
の
口
上
を
伝
え
た
。
目
安
か
ら
は
、
幕
臣

の
説
得
に
力
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
あ
り
、

そ
れ
を
受
け
て
和
宮

は
、
家
臣
に
書
付
を
出
し
た
。

そ
れ
は
、
朝
廷
の
意
向
を
知
ら
せ
て
、
朝
廷
に
対
し
て
恭
順
謹
慎
す
る
こ
と

こ
そ
、
神
君
家
康
以
来
の
徳
川
家
へ
の
忠
節
で
あ
り
、
徳
川
の
名
を
守
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
三
月
二
十
日
に
、
朝
廷
は
慶
喜
の
寛
大
な
処

9 
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分
を
決
定
し
、
二
十
九
日
に
勅
誌
を
渡
さ
れ
る
。

四
月
四
日
に
先
鋒
両
将
が
江

戸
城
に
入
城
し
、
勅
誌
を
田
安
慶
頼
に
渡
し
た
。
そ
れ
は
、
江
戸
城
を
明
け
渡

人間文化

し
、
そ
の
条
件
の
下
で
徳
川
家
の
家
名
を
存
続
し
、
慶
喜
は
水
戸
に
謹
慎
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
九
日
に
和
宮
は
、
清
水
邸
に
立
ち
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。

十
一
日
に
榎
本
武
揚
が
軍
艦
を
も
っ
て
脱
走
し
、
勅
誌
へ
の
謀
反
と
し
て
言
わ

れ
て
、
和
宮
は
、
再
び
橋
本
実
梁
へ
藤
子
を
遣
わ
し
て
、
各
め
が
な
い
よ
う
に

願
っ
て
い
る
。
閏
四
月
に
な
る
と
、
徳
川
家
後
継
の
問
題
が
浮
上
し
、
橋
本
実

梁
か
ら
聞
か
れ
て
、
和
宮
は
田
安
亀
之
助
を
推
し
た
。
亀
之
助
は
、
五
月
一
日

に
清
水
邸
に
移
り
、
徳
川
家
達
と
改
め
る
。

五
月
二
十
七
日
に
勅
使
三
条
実
美
が
、
清
水
邸
を
訪
れ
て
、
藤
子
た
ち
の
出

迎
え
を
う
け
た
。
勅
使
は
、
徳
川
家
寛
典
の
勅
書
を
授
け
、

さ
ら
に
和
宮
の
上

京
に
つ
い
て
も
意
向
を
尋
ね
た
。
こ
れ
ま
で
も
、
夫
家
茂
の
逝
去
、
大
政
奉
還

の
前
後
に
和
宮
上
京
の
話
は
出
て
き
た
が
、
政
局
の
急
変
で
実
現
し
な
か
っ

た
。
徳
川
家
の
処
置
が
片
付
い
た
と
こ
ろ
で
、
和
宮
上
京
の
話
に
現
実
味
が
出

て
き
た
。
和
宮
は
内
談
し
た
内
容
を
、
藤
子
に
書
か
せ
て
橋
本
実
梁
に
渡
し

た
。
自
ら
は
上
京
を
望
む
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
上
京
を
願
っ
て
い
る
と
い
う

趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。
六
月
に
勅
使
か
ら
上
京
の
沙
汰
を
蒙
る
が
、
亀
之
助

の
移
封
を
見
届
け
る
ま
で
猶
予
を
願
っ
た
。

九
月
八
日
に
明
治
と
改
元
さ
れ
て
、
天
皇
の
東
京
行
幸
が
な
さ
れ
た
。
十
一

月
一
日
に
和
宮
は
、
天
皇
に
対
面
し
た
。
十
二
月
に
は
和
宮
上
京
の
実
現
に
向

け
て
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
明
治
二
年
一
月
に
和
宮
一
行
は
東
京
を
立
ち
、
二

ハUl
 

月
三
日
京
都
に
着
い
た
。
明
治
五
年
に
は
今
度
は
、
東
京
に
い
る
天
皇
か
ら
東

京
に
来
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
、
東
京
へ
戻
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
藤
子
は
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
の
か
。
和
宮
の
女
官
で

あ
り
、
和
宮
の
信
頼
を
勝
ち
得
て
い
た
人
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
だ
け
の
器
量
と

聡
明
さ
を
備
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
藤
子
な
し
に
は
、
幕
末
に
お
け
る
和

宮
の
活
躍
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
も
と
も
と
の
和
宮
降
嫁
は
、

公
武
が
合
体
し
撰
夷
を
行
い
、
夷
敵
を
打
ち
払
う
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
た
は

ず
で
あ
っ
た
。
和
宮
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
ら
、
自
ら
が
推
挙
し
将
軍

職
を
継
い
だ
慶
喜
に
よ
る
開
国
政
策
に
不
満
で
あ
っ
た
。
夷
人
が
抜
雇
し
て
い

る
江
戸
は
、

そ
の
こ
と
だ
け
で
も
織
れ
た
と
こ
ろ
に
な
っ
た
と
和
宮
は
感
じ
て

、A
'

唱。

し

中

/

王
政
復
古
以
降
は
、
和
宮
は
、
徳
川
家
存
続
の
た
め
に
立
ち
ま
わ
っ

た
。
我
が
事
よ
り
も
、
徳
川
家
存
続
を
優
先
し
て
、
力
を
尽
く
し
た
の
は
、
後

世
の
評
価
を
自
覚
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

藤
子
の
実
家
、
土
御
門
は
、
陰
陽
道
の
宗
家
で
あ
り
、
天
皇
に
も
将
軍
に
も

仕
え
て
い
る
と
い
う
使
命
感
を
持
っ
て
い
た
。
正
月
一
日
に
は
、
天
皇
家
、
将

軍
家
の
た
め
に
祭
-
組
を
行
な
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
毎
日
、
公
武

の
祈
祷
を
実
践
し
て
い
た
。
公
武
合
体
が
政
治
的
な
政
策
に
な
る
以
前
か
ら
、

土
御
門
は
公
武
の
双
方
に
仕
え
て
い
て
、

そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
陰
陽
師
の
支

配
と
編
成
を
行
っ
て
い
た
。
土
御
門
晴
雄
は
、
正
月
に
は
皇
女
で
あ
る
和
宮
の



た
め
に
も
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
。
藤
子
が
、
和
宮
に
仕
え
た
の
も
自
然
な
成
り

行
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
藤
子
が
、
和
宮
の
意
を
体
し
て
上
京
し
よ
う

と
し
て
い
た
慶
応
四
年
二
月
一
日
に
晴
雄
は
、
暦
の
製
作
は
宝
暦
四
年
以
降
、

幕
府
天
文
方
で
行
わ
れ
て
き
た
が
、
以
前
に
よ
う
に
土
御
門
で
や
ら
せ
て
ほ
し

い
と
い
う
要
望
を
朝
廷
に
出
し
、
即
日
、
承
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
治

三
年
間
十
月
ま
で
、
土
御
門
が
暦
の
製
作
、
頒
布
の
実
権
を
掌
握
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
す
ば
や
い
対
応
は
、

王
政
復
古
以
来
の
政
局
を
見
す
え
た
も
の
で
あ

り
、
藤
子
を
通
じ
て
の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

四
、
ま

と

め

一
九
世
紀
社
会
に
お
い
て
、

み
つ
き
の
よ
う
な
明
神
下
げ
の
女
行
者
が
女
手

近世後期における土御門家・陰陽師(林)

一
人
で
稼
ぎ
、

し
か
も
女
性
同
士
の
師
弟
の
粋
を
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
は
、

興
味
が
そ
そ
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
都
市
に
お
け
る
稲
荷
行
者
は
、
女
性
が
自

立
し
て
稼
ぐ
た
め
の
数
少
な
い
職
種
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
る
。
京
都
、
大
坂
に
も
、

み
つ
き
の
よ
う
な
稲
荷
行
者
は
、
多
数
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
女
性
の
宗
教
者
が
、
父
、
夫
の
も
と
で
神
子
と
し
て
補
助
的

な
役
割
を
演
じ
る
の
で
は
な
く
、
経
済
的
に
自
立
し
た
主
体
と
し
て
活
躍
し
た

」
と
に

一
九
世
紀
社
会
の
社
会
構
造
と
ジ
ェ
ン
ダ
!
の
変
容
が
し
め
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
う
一
方
の
土
御
門
藤
子
の
話
は
、
幕
末
に
お
け
る
政
治
史
の
一
こ
ま
で
あ

る
。
和
宮
が
、
徳
川
家
の
存
続
に
意
を
つ
く
し
尽
力
し
た
こ
と
は
、
平
和
裡
の

う
ち
に
江
戸
城
の
開
城
に
い
た
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
。
和
宮
に
仕
え
た
上

臆
で
あ
っ
た
藤
子
は
、
内
戦
状
況
の
な
か
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
京
都

に
入
る
こ
と
が
で
き
、
橋
本
へ
の
使
者
と
し
て
も
活
動
し
た
。
和
宮
に
と
っ
て

の
橋
本
家
、
藤
子
に
と
っ
て
の
土
御
門
家
は
、
物
心
両
面
で
の
支
援
の
母
体
で

あ
っ
た
。
歴
史
の
舞
台
を
陰
か
ら
支
え
て
い
た
の
は
、
皇
族
、
公
家
の
女
性
に

と
っ
て
の
実
家
と
の
濃
い
紳
で
あ
っ
た
。
慶
応
三
年
の
土
御
門
家
へ
の
再
触

れ
、
慶
応
四
年
に
お
け
る
土
御
門
家
の
暦
道
の
復
活
は
、
朝
廷
側
か
ら
の
藤
子

の
活
躍
に
対
す
る
報
償
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

注(
1
)

高
埜
利
彦
「
近
世
陰
陽
道
の
編
成
と
組
織
」
(
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗

教
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
九
年
)

(
2
)

林
淳
『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
、

二
O
O五
年
)
第
二
部
第

三
章
。
梅
田
千
尋
は
、
近
世
後
期
の
土
御
門
家
の
支
配
・
編
成
の
変
化
を
、
身
分

的
共
同
体
の
集
団
単
位
か
ら
個
人
単
位
の
人
的
支
配
へ
と
い
う
社
会
的
変
化
か
ら

の
捉
え
直
し
を
提
示
す
る
。
梅
田
『
近
世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文

館
、
二

O
O九
年
)
第

一
章

(
3
)

こ
の
事
件
の
研
究
史
と
し
て
は
、
幸
田
成
友
「
大
塩
平
八
郎
」
(
『
著
作
集
』

第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
)
、
海
老
沢
有
道
『
維
新
変
革
期
と
キ
リ

ス
ト
教
』
(
新
生
社
、
一
九
六
八
年
)
、
山
根
智
代
美
「
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
氏
に
お

け
る
京
坂
切
支
丹
一
件
の
意
義
」
(
『
大
塩
研
究
』
十
九
号
、

一
九
八
五
年
)
、
藤
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原
有
和
「
大
塩
平
八
郎
と
「
邪
宗
門
一
件
」
」
(
『
関
西
大
学
人
権
問
題
研
究
室
紀

要
』
十
三
号
、
一
九
八
六
年
)
、
関
民
子
「
「
邪
宗
門
一
件
」
に
見
る
男
女
の
諸

相
」
(
『
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
ジ
エ
ン
ダ
ー
か
ら
み
る
日
本
の
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、

二
O
O
二
年
)
、
大
橋
幸
泰
「
文
政
京
坂
「
切
支
丹
」
考
」
(
『
日
本
歴
史
』
六
六

四
号
、
二

O
O三
年
)
な
ど
が
あ
る
。

(
4
)

「
文
政
十
二
年
切
支
丹
始
末
」
(
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
十
一
号
、
三

一
書
房
、
一

九
七

O
年
)

(
5
)

大
橋
幸
泰
「
(
史
料
紹
介
)
大
坂
切
支
丹

一
件
」
(
『
研
究
キ
リ
シ
タ
ン
学
』

四
号
、
二

O
O
一
年
)

(
6
)

向
上

(
7
)

注
(
3
)
の
海
老
沢
本

(
8
)

注
(
3
)
の
関
論
文

(
9
)

寛
政
改
暦
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
敏
夫
『
近
世
日
本
天
文
学
史

ω』
(
恒
星
社

厚
生
閥
、
一
九
八
六
年
)
、
中
村
士
『
江
戸
の
天
文
学
者
星
空
を
期
け
る
』
(
技

術
評
論
社
、
二

O
O八
年
)
に
詳
し
い
。

(
叩
)
注

(
5
)
と
同
じ

(
日
)
「
邪
宗
門
一
件
書
留
」
(
東
大
史
料
編
纂
所
架
蔵
)

(
ロ
)
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
『
天
主
実
義
』
(
柴
田
篤
訳
注
、
平
凡
社
、
二

O
O
四

年
)
六
一

i
六
三
頁

(
日
)
注
(
4
)
と
同
じ

(
凶
)
注
(
2
)
と
同
じ
、
二
ハ

一
1
一
六
六
頁

(
日
)
注
(
3
)
の
山
根
論
文

(
日
)
和
宮
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
武
部
敏
夫
『
和
宮
』
(
吉
川
弘
文
館
、

五
年
)
辻
ミ
チ
子
『
和
宮
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
O
O八
年
)

(
口
)
「
静
寛
院
宮
御
書
状
」

第24号人間文化

一
九
六

(
日
)

(
叩
)

(
却
)

「土
御
門
藤
子
筆
記
」
(
『
静
寛
院
宮
御
日
記
』
二
)

注
(
日
)
の
武
部
本
、

一
九
四
頁

「
土
御
門
晴
栄
家
記
坤
」
(
東
大
史
料
編
纂
所
架
蔵
)
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